
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発振回路と、該発振回路からの発振信号をもとに計時する計時回路と、該計時回路から
の計時信号をもとに時刻を表示する計時表示手段と、外部から時刻情報を受信する時刻情
報受信手段と、移動時の移動体位置情報を検出する位置検出手段と、該位置検出手段によ
って得られた移動体位置情報から時差情報を算出する時差算出回路と、前記時刻情報に時
差情報を加算し前記計時回路の計時情報を修正する時差加算回路を有する電波修正時計に
おいて、固定時差情報と固定位置情報と

固定範囲情報 からなる定点情報を複数記憶した定点情報記憶手段を設け、前記
時差算出回路は、複数の固定位置情報について、それぞれ移動体位置情報までの距離を前
記固定範囲情報で除して疑似距離を算出し、該疑似距離が最も小さい固定位置情報に対応
する固定時差情報を前記時差情報とすることを特徴とする電波修正時計。
【請求項２】
　 記複数の定点情報のなかから一の定点情報を選択するための定点情報選択手段を設け
、 前記移動体位置情報に近い順に前記定
点情報を順次出力させ、前記一の定点情報における固定時差情報を前記時差情報としうる
ことを特徴とする請求項１ 載の電波修正時計。
【請求項３】
　前記定点情報は、都市の情報、駅の情報、空港の情報、港の情報のうちの少なくとも一
の情報を備えていることを特徴とする請求項１または請求項２ 記載の電波修正時計。
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該固定位置情報からの該固定時差情報の有効な範
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該定点情報選択手段からのスイッチ信号により、
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【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、時刻情報受信手段と、位置検出手段を有する電波修正時計に関する。
【０００２】
【従来の技術】
最近の移動体端末の位置検出における技術は、ＧＰＳや携帯電話の発達により急速に進歩
してきている。特に米国ではＥ９１１の法律整備により携帯電話の位置検出が義務づけら
れる事によりこの動きは顕著である。一方、例えばＧＰＳ受信機を搭載した移動体端末に
おいては、ＧＰＳ衛星から得られるＧＰＳ時刻データを元に前記移動体端末内の計時を正
確な世界標準時とし、あらかじめ選択された地域に従って時刻を表示する事は、ソニー社
製のＰＣＱＡ－ＧＰＳ３ＶＨ等一般的となっている。また特開平８－６８８４８の如くＧ
ＰＳ受信機において境界位置データを記憶した記憶装置を備えて、ＧＰＳ受信機で測位し
た緯度経度の情報から測位地点の時差を算出してＧＰＳ受信機から得られた世界標準時を
、前記時差で修正して表示する技術が紹介されている。例えば、ＰＨＳの位置情報サービ
スにより位置情報を受け、長波の標準電波に基づくタイムコードの供給サービスにより時
刻情報を受けることができる。
以下に図面を用いて従来の技術の説明を行なう。
【０００３】
図６は従来の電波修正時計の回路ブロック図で、１は発振回路、２は該発振回路１からの
基準信号である発振信号Ｓｘをもとに計時し計時している計時情報を計時信号Ｓｔとして
出力する計時回路であり、該計時回路２は時刻修正信号Ｓｃによって計時している計時情
報を時刻修正情報に書き換える。３は前記計時回路２からの計時信号Ｓｔをもとに時刻を
表示する計時表示手段で、前記計時信号Ｓｔを入力してＬＣＤ駆動信号Ｓｌを出力するＬ
ＣＤ駆動回路３ａとＬＣＤ駆動信号Ｓｌで駆動表示されるＬＣＤ表示３ｂで構成されてい
る。４はＧＰＳアンテナ４ａとＧＰＳ受信回路４ｂとＧＰＳ時刻信号出力回路４ｃからな
る時刻情報受信手段で、ＧＰＳ受信回路４ｂはＧＰＳアンテナ４ａでＧＰＳ衛星１０から
のＧＰＳ信号Ｓｒを受信して演算しＧＰＳ演算信号Ｓｄを出力し、前記ＧＰＳ時刻信号出
力回路４ｃは前記演算信号Ｓｄを入力して時刻情報をＧＰＳ時刻信号Ｓｇとして出力する
。５は前記時刻情報受信手段４のＧＰＳアンテナ４ａとＧＰＳ受信回路４ｂと移動体位置
信号出力回路５ａで構成される位置検出手段で、該移動体位置信号出力回路５ａは前記Ｇ
ＰＳ受信回路４ｂからの前記ＧＰＳ演算信号Ｓｄを入力し、移動体位置情報を移動体位置
信号Ｓｍで出力する。６０は境界位置記憶手段で、全世界の時差領域の境界線データが格
納されているメモリ回路６０ａで構成され、時差算出回路７０のアクセス信号Ｓａによっ
て前記境界線情報が境界線情報信号Ｓｅで出力される。７０は時差算出回路で、前記境界
位置記憶手段６０のメモリ回路６０ａからの前記境界線情報信号Ｓｅと、前記位置検出手
段５の移動体位置信号出力回路５ａからの移動体位置情報である移動体位置信号Ｓｍを比
較し時差情報を算出して時差信号Ｓｎを出力する。８は時差加算回路で前記時刻情報受信
手段４の前記ＧＰＳ時刻信号出力回路４ｃからの時刻情報である前記ＧＰＳ時刻信号Ｓｇ
と、前記時差算出回路７０からの時差情報である前記時差信号Ｓｎを加算し、時刻修正情
報を時刻修正信号Ｓｃで出力し前記計時回路２の計時している計時情報を修正する。９は
電波修正時計２００の電源スイッチである。
【０００４】
続いて従来技術の動作について説明する。
図６の従来の電波修正時計２００が、電源スイッチ９をＯＮ状態にする事によって動作を
開始すると前記発振回路１からの発振信号Ｓｘをもとに前記計時回路２は計時スタートす
るが、計時情報は前記電源スイッチ９がＯＮ状態になってからの計時情報であり正しい時
刻ではない。ここでＧＰＳ受信回路４ｂも電源スイッチ９がＯＮ状態になったのち前記Ｇ
ＰＳ衛星１０からのＧＰＳ信号Ｓｒを受信開始しており、前記時刻情報受信手段４のＧＰ
Ｓ時刻信号出力回路４ｃは、前記ＧＰＳ演算信号ＳｄのＧＰＳからの情報の演算結果を入
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力し、時刻情報がデータとして確立したらＧＰＳ時刻信号Ｓｇとして出力する。例えば今
世界標準時の午前９時５分０秒とすると、前記ＧＰＳ時刻信号Ｓｇは時刻情報「０９：０
５：００」を前記時差加算回路８に送る。また前記位置検出手段５の移動体位置信号出力
回路５ａは、前記ＧＰＳ演算信号ＳｄのＧＰＳからの情報の演算結果を入力し、移動体位
置情報がデータとして確立したら移動体位置信号Ｓｍとして出力する。例えば従来の電波
修正時計２００が東京大手町（北緯３５度４１分０秒、東経１３９度４６分０秒）にある
とすると、前記移動体位置信号Ｓｍは移動体位置情報「Ｎ３５．４１．００／Ｅ１３９．
４６．００」として前記時差算出回路７０に送る。該時差算出回路７０は前記移動体位置
信号Ｓｍの移動体位置情報「Ｎ３５．４１．００／Ｅ１３９．４６．００」が入力される
と、前記境界位置記憶手段６０の時差領域の境界線データが格納されているメモリ回路６
０ａをアクセス信号Ｓａで前記移動体位置信号Ｓｍの移動体位置情報「Ｎ３５．４１．０
０／Ｅ１３９．４６．００」の含まれる時差領域のデータを呼出し時差を算出する。この
場合時差情報は９時間であるから、前記時差算出回路６は前記時差信号Ｓｎの時差情報「
９：００：００」を出力し前記時差加算回路８に送られる。該時差加算回路８は前記ＧＰ
Ｓ時刻信号出力回路４ｃからの前記ＧＰＳ時刻信号Ｓｇの時刻情報と前記時差信号Ｓｎの
時差情報を加算するので、この説明では時刻修正情報「１８：０５：００」を前記時刻修
正信号Ｓｃで出力する。前記計時回路２は前記時刻修正信号Ｓｃによって「１８：０５：
００」に計時情報を修正し、計時動作を「１８：０５：００」から継続する。よって「１
８：０５：００」の前記計時信号Ｓｔは計時表示手段３のＬＣＤ駆動回路３ａへ送出しＬ
ＣＤ表示３ｂはＬＣＤ駆動信号Ｓｌで駆動され「１８：０５：００」から計時していく事
になる。
【０００５】
以上の様に従来の電波修正時計２００では、ＧＰＳ衛星１０からのＧＰＳ信号Ｓｒを受信
する事によって、前記電波修正時計２００が移動してもその位置での時差を算出して世界
標準時に時差を加算し時刻修正され、世界中どこでも正確に時刻を表示する事ができる。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
従来の電波修正時計２００では、前記境界位置記憶手段６０のメモリ回路６０ａに全世界
の時差領域の境界線情報が格納されている必要が有る。しかしながら図７の様に時差領域
の境界線は複雑に入り組んでおり国境が境界線である事が非常に多い。よってこれらの境
界線の緯度経度データを、前記メモリ回路６０ａに格納すべくデータ化すると膨大なデー
タとなり、前記メモリ回路６０ａの容量が大きくなりコストの増加や前記メモリ回路６０
ａの実装スペースの増大をしいることとなる。これは特に腕時計型の電波修正時計のよう
な小型化を要するシステムにとっては大きな負担となってしまう。
【０００７】
本発明は上記問題点を解決し、腕時計型の電波修正時計のような小型化を要するシステム
にとっても充分採用可能な時差算出を行う事を目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するため、本発明は、発振回路と、該発振回路からの発振信号をもとに計
時する計時回路と、該計時回路からの計時信号をもとに時刻を表示する計時表示手段と、
外部から時刻情報を受信する時刻情報受信手段と、移動時の移動体位置情報を検出する位
置検出手段と、該位置検出手段によって得られた移動体位置情報から時差情報を算出する
時差算出回路と、前記時刻情報に時差情報を加算し前記計時回路の計時情報を修正する時
差加算回路を有する電波修正時計において、固定時差情報と固定位置情報からなる定点情
報を複数記憶した定点情報記憶手段を設け、前記時差算出回路は、前記固定位置情報のな
かから前記移動体位置情報に最も近い固定位置情報を抽出し、該最も近い固定位置情報に
対応する固定時差情報を前記時差情報とすることを特徴とする。
【０００９】
また、本発明は、発振回路と、該発振回路からの発振信号をもとに計時する計時回路と、
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該計時回路からの計時信号をもとに時刻を表示する計時表示手段と、外部から時刻情報を
受信する時刻情報受信手段と、移動時の移動体位置情報を検出する位置検出手段と、該位
置検出手段によって得られた移動体位置情報から時差情報を算出する時差算出回路と、前
記時刻情報に時差情報を加算し前記計時回路の計時情報を修正する時差加算回路を有する
電波修正時計において、固定時差情報と固定位置情報と固定範囲情報からなる定点情報を
複数記憶した定点情報記憶手段を設け、前記時差算出回路は、複数の固定位置情報につい
て、それぞれ移動体位置情報までの距離を前記固定範囲情報で除して疑似距離を算出し、
該疑似距離が最も小さい固定位置情報に対応する固定時差情報を前記時差情報とすること
を特徴とする。
【００１０】
さらに、本発明は、使用者が前記複数の定点情報のなかから一の定点情報を選択するため
の定点情報選択手段を設け、該一の定点情報における固定時差情報を前記時差情報としう
ることを特徴とする。
【００１１】
また、本発明の定点情報は、都市の情報、駅の情報、空港の情報、港の情報のうちの少な
くとも一の情報を備えていることを特徴とする。
【００１２】
【発明の実施の形態】
以下本発明に係る電波修正時計の第一実施形態について説明する。図１は本実施形態の回
路ブロック図である。図６に示した従来技術と同一の構成については同一の番号を付し説
明を省略する。
【００１３】
図１において６は定点情報記憶手段で、固定時差情報と固定位置情報をメモリ回路６ａに
格納し、時差算出回路７からの前記アクセス信号Ｓａによって、固定時差情報と固定位置
情報を定点情報信号Ｓｐとして送出する。７は時差算出回路で、前記定点情報記憶手段６
のメモリ回路６ａからの前記定点情報信号Ｓｐと、前記位置検出手段５の移動体位置信号
出力回路５ａからの前記移動体位置信号Ｓｍを入力し、前記移動体位置情報に最も近い前
記固定位置情報を抽出し前記固定時差情報から時差情報を決定して時差信号Ｓｎとして出
力する。図２は前記定点情報記憶手段６のメモリ回路６ａに格納されているデータを示し
ており、左から固定位置情報を識別する都市名、固定時差情報であるその都市の世界標準
時からの時差、固定位置情報であるその都市の緯度経度である。
【００１４】
次に本発明における動作を説明する。図１の本発明の電波修正時計１００は、従来例と同
様に電源スイッチ９をＯＮ状態にする事によって動作を開始し、前記計時回路２の計時情
報は正しい時刻ではない。ここで従来例と同様に今世界標準時の午前９時５分０秒とする
と、前記時刻情報受信手段４のＧＰＳ時刻信号出力回路４ｃは、前記ＧＰＳ演算信号Ｓｄ
のＧＰＳからの情報の演算結果を入力し、時刻情報がデータとして確立したらＧＰＳ時刻
信号Ｓｇを時刻情報「０９：０５：００」として前記時差加算回路８に送る。また前記位
置検出手段５の移動体位置信号出力回路５ａは、前記ＧＰＳ演算信号ＳｄのＧＰＳからの
情報の演算結果を入力し、移動体位置情報がデータとして確立したら移動体位置信号Ｓｍ
として出力する。従来例と同様に電波修正時計１００が東京大手町（北緯３５度４１分０
秒、東経１３９度４６分０秒）にあるとすると、前記移動体位置信号Ｓｍは移動体位置情
報「Ｎ３５．４１．００／Ｅ１３９．４６．００」として前記時差算出回路７に送る。該
時差算出回路７は前記移動体位置信号Ｓｍの移動体位置情報「Ｎ３５．４１．００／Ｅ１
３９．４６．００」が入力されると、前記定点情報記憶手段６のメモリ回路６ａをアクセ
ス信号Ｓａで前記移動体位置信号Ｓｍの移動体位置情報「Ｎ３５．４１．００／Ｅ１３９
．４６．００」に最も近い固定位置情報のデータを呼出し、該固定位置情報の定点情報か
ら固定時差情報を抽出して定点情報信号Ｓｐで受け取る。図２はメモリ回路６ａに納めら
れた定点情報を示し、今「Ｎ３５．４１．００／Ｅ１３９．４６．００」に最も近いデー
タはＦＵＫＵＯＫＡなので時差情報は９時間であるから、前記時差算出回路７は前記時差
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信号Ｓｎの時差情報「９：００：００」を出力し、前記時差加算回路８は前記ＧＰＳ時刻
信号Ｓｇの時刻情報「９：０５：００」と、前記時差信号Ｓｎの時差情報「９：００：０
０」を加算し時刻修正情報「１８：０５：００」となり前記時刻修正信号Ｓｃとして出力
する。前記計時回路２は前記時刻修正信号Ｓｃによって「１８：０５：００」に計時情報
を修正し、計時動作を「１８：０５：００」から継続する。よって「１８：０５：００」
の前記計時信号Ｓｔは計時表示手段３のＬＣＤ駆動回路３ａへ送出しＬＣＤ表示３ｂはＬ
ＣＤ駆動信号Ｓｌで駆動され「１８：０５：００」から計時していく事になる。
【００１５】
以上の様に本発明の電波修正時計１００では、ＧＰＳ受信回路４ｂを用いて求めた移動位
置情報を最も近い固定位置情報の定点情報から時差情報を得る事により、時差領域のデー
タ量に比べて充分少ない定点情報のデータで、移動位置の時差を得て世界標準時に加算し
時刻修正して、世界中どこでも正確に時刻を表示する事ができる。
【００１６】
続いて図３、４を用いて本発明の第二実施形態の電波修正時計について説明する。図３は
第二実施形態の電波修正時計１１０の回路ブロック図で、７７は時差算出回路で、前記定
点情報記憶手段６６のメモリ回路６６ａからの固定時差情報である前記定点情報信号Ｓｐ
と、前記位置検出手段５の移動体位置信号出力回路５ａからの前記移動体位置情報を前記
移動体位置信号Ｓｍで入力する。複数の固定位置情報の間に移動体位置情報が位置する場
合、時差算出回路は、複数の固定位置情報について、それぞれ移動体位置情報までの距離
を固定範囲情報で除して疑似距離を算出し、その疑似距離が最も小さい固定位置情報に対
応する固定時差情報を時差情報Ｓｎとして出力する。図４は第二実施形態の定点情報記憶
手段６６のメモリ回路６６ａに格納されているデータ表で、左から固定位置情報を識別す
る都市名、固定時差情報であるその都市の世界標準時からの時差、固定位置情報であるそ
の都市の緯度経度、固定範囲情報である。ここで固定範囲情報は固定位置情報からの固定
時差情報の有効な範囲を示している。
【００１７】
例えば対馬（北緯３４度３５分５０秒　東経１２９度２１分００秒）へ電波修正時計１１
０が移動すると、図３のメモリ回路６６ａに格納されているデータを用いると、図３の前
記時差算出回路７７は前記移動体位置信号Ｓｍの移動体位置情報「Ｎ３４．３５．５０／
Ｅ１２９．２１．００」が入力され、前記定点情報記憶手段６６のメモリ回路６６ａをア
クセス信号Ｓａで前記移動体位置信号Ｓｍの移動体位置情報「Ｎ３４．３５．５０／Ｅ１
２９．２１．００」に最も近い固定位置情報のデータを抽出する。今メモリ回路６６ａの
データが図２の固定位置情報であったならば最も近いデータはＰＵＳＡＮで、時差情報は
８時間になってしまう。しかし対馬の時差は９時間であるからこれでは正しい計時をする
ことはできない。そこで図４のように図３の定点情報記憶手段６６のメモリ回路６６ａの
定点情報に固定範囲情報を設け、図３の時差算出回路７７は複数の固定位置情報の間に移
動体位置情報が位置する場合は、固定位置情報と移動体位置情報の距離を前記固定範囲情
報で割って擬似距離を算出し、最も近いデータはＦＵＫＵＯＫＡになるので時差情報は９
時間であるから、前記時差信号Ｓｎは「９：００：００」で出力される。
【００１８】
続いて図５を用いて本発明の第三実施形態の電波修正時計について説明する。図５の電波
修正時計１２０において、１１は一方の端子をＨレベルであるＶＤＤに接続されたスイッ
チ１１ａと、一方の端子をＬレベルであるＧＮＤに接続されたプルダウン抵抗１１ｂで構
成された定点情報選択手段で、前期スイッチ１１ａの他方の端子と前期プルダウン抵抗１
１ｂの他方の端子が接続されたとき、スイッチ信号Ｓｗとして出力されている。１２は定
点情報表示手段で定点情報信号Ｓｖによって入力された定点情報を前記計時表示手段３と
同様にＬＣＤ表示に表示する。７９は時差算出回路で、前記定点情報記憶手段６のメモリ
回路６ａからの前記定点情報信号Ｓｐと、前記位置検出手段５の移動体位置信号出力回路
５ａからの前記移動体位置信号Ｓｍを入力し、前記移動体位置情報に最も近い前記定点情
報を抽出し前記定点情報Ｓｖとして出力するとともに時差情報を前記時差信号Ｓｎとして
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出力する。また前記時差算出回路７９は前記定点情報選択手段１１からのスイッチ信号Ｓ
ｗがＬレベルからＨレベルに変化する毎に、前記移動体位置情報に次に近い前記定点情報
を順次抽出し前記定点情報Ｓｖで出力するとともに時差情報を前記時差信号Ｓｎとして出
力する。
【００１９】
次に図５の本発明の電波修正時計１２０の動作を説明する。例えば前述した対馬（北緯３
４度３５分５０秒　東経１２９度２１分００秒）へ電波修正時計１２０が移動すると、図
２のメモリ回路６ａに格納されているデータを用いると、前記時差算出回路７９は前記移
動体位置信号Ｓｍの移動体位置情報「Ｎ３４．３５．５０／Ｅ１２９．２１．００」が入
力され、前記定点情報記憶手段６のメモリ回路６ａをアクセス信号Ｓａで前記移動体位置
信号Ｓｍの移動体位置情報「Ｎ３４．３５．５０／Ｅ１２９．２１．００」に最も近い固
定位置情報のデータを抽出する。今図２の固定位置情報で最も近いデータはＰＵＳＡＮで
、時差情報は８時間になると同時に、定点情報はＰＵＳＡＮとなり定点情報信号Ｓｖで定
点情報表示手段１２に送られて表示する。しかし対馬の時差は９時間であるからこれでは
正しい計時をすることはできない。ここで電波修正時計１２０の使用者は、前記定点情報
選択手段１１のスイッチ１１ａをＯＮして、スイッチ信号ＳｗをＬレベルからＨレベルに
変化させて、前記定点情報記憶手段６のメモリ回路６ａをアクセス信号Ｓａで前記移動体
位置信号Ｓｍの移動体位置情報「Ｎ３４．３５．５０／Ｅ１２９．２１．００」に次に近
い固定位置情報のデータを抽出する。図２で次に近いデータはＦＵＫＵＯＫＡになるので
時差情報は９時間であるから、前記時差信号Ｓｎは「９：００：００」で出力されると同
時に、定点情報はＦＵＫＵＯＫＡとなり定点情報信号Ｓｖで定点情報表示手段１２に送ら
れて表示する。
【００２０】
以上の様に本発明の電波修正時計１２０では、ＧＰＳ受信回路４ｂを用いて求めた移動位
置情報を最も近い固定位置情報の定点情報が示す時差情報が、実際の時差情報と正しいか
を確認し、或は定点情報を選択する事が出来る。例えば対馬に用があって居て時差はＦＵ
ＫＵＯＫＡとなっていても、用が済み次第ＰＵＳＡＮの空港から次の目的地へ移動する場
合はＰＵＳＡＮの時差情報を選択すればよい。以上のように実際の移動位置情報に現在い
る地点の時差よりも最寄りの都市の時差が重要な場合も有効である。
【００２１】
前記定点情報記憶手段の定点情報は、図２、図４の例のように都市の情報に限らず、駅、
空港、港等の出発到着時刻が重要であるような場所の定点情報とする事も有効である。
【００２２】
【発明の効果】
以上のように本発明では、境界位置記憶手段に全世界の時差領域の境界線データを格納せ
ずに、定点情報記憶手段によって主要都市等の定点情報を記憶する事によって、時差算出
に必要なデータ量を減らし、メモリのサイズを小さくする事が出来る。また定点情報を都
市等の情報にする事により、使用者がより実用的な時差を使用する事が可能となった。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第一実施形態を示す電波修正時計の回路ブロック図である。
【図２】本発明の第一実施形態を示す電波修正時計の定点情報記憶手段のデータ表である
。
【図３】本発明の第二実施形態を示す電波修正時計の回路ブロック図である。
【図４】本発明の第二実施形態を示す電波修正時計の定点情報記憶手段のデータ表である
。
【図５】本発明は第三実施形態を示す電波修正時計の回路ブロック図である。
【図６】従来の電波修正時計を示す回路ブロック図である。
【図７】時差領域の境界を示す世界地図である。
【符号の説明】
１　発振回路
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２　計時回路
３　計時表示手段
４　時刻情報受信手段
５　位置検出手段
６　定点情報記憶手段
７　時差算出回路
８　時差加算回路
９　電源スイッチ
１０　ＧＰＳ衛星

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】
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